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   福岡市開発行為の許可等に関する規則 
 

目次 

 第１章 総則(第１条―第３条) 

 第２章 開発許可の基準等 

  第１節 開発許可等の基準(第４条・第５条) 

  第２節 事前手続等(第６条―第 11条) 
  第３節 開発許可後の手続等(第 12条―第 23条) 
 第３章 雑則(第 24条―第 26条) 
 附則 

 

   第１章 総則 

 

  (趣旨) 
第１条 この規則は，都市計画法(昭和 43年法律第 100号。以下「法」という。)及び福岡市開発行為の許
可等に関する条例(平成 16年福岡市条例第 27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定
めるものとする。 

 

  (定義) 
第２条 この規則で使用する用語の意義は，条例の例による。 

 

第３条 削除 

 

   第２章 開発許可の基準等 

 

    第１節 開発許可等の基準 

 

  (開発区域の範囲に関する基準) 
第４条 条例第 3条第 1号に規定する規則で定める区域は，次のとおりとする。 
 (1) 砂防法(明治 30年法律第 29号)第 2条の規定により国土交通大臣の指定を受けた土地 
 (2) その他特に災害の危険があると市長が認めて指定した区域 
２ 条例第 3条第 2号に規定する規則で定める区域は，次のとおりとする。 
 (1) 農地法(昭和 27年法律第 229号)第 4条第 2項第 1号ロに掲げる農地及び同法第 5条第 2項第 1号ロ

に掲げる農地又は採草放牧地 

 (2) その他特に保全すべき優良な農地があると市長が認めて指定した区域 
３ 条例第 3条第 3号に規定する規則で定める区域は，次のとおりとする。 
 (1) 自然環境保全法(昭和 47年法律第 85号)第 22条第 1項に規定する自然環境保全地域 
 (2) 福岡県環境保全に関する条例(昭和 47年福岡県条例第 28号)第 13条第 1項に規定する自然環境保全

地域 

 (3) 概ね標高 80メートル以上の区域(既存集落その他市長が特に認める区域を除く。) 
 (4) その他特に保全すべき優良な自然環境があると市長が認めて指定した区域 
４ 条例第 3条第 4号に規定する規則で定める区域は，次のとおりとする。 
 (1) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の対象とされた民有林の区域，

同法第 25条第 2項並びに同法第 25条の 2第 1項及び第 2項に規定する保安林(同法第 31条の規定に
より立木竹の伐採等が禁止された保安林予定森林を含む。)の区域並びに同法第 41条第 1項に規定す
る保安施設地区(同法第44条において準用する同法第31条の規定により立木竹の伐採等が禁止された
保安施設地区予定地を含む。) 

 (2) 海岸法(昭和 31年法律第 101号)第 3条第 1項に規定する海岸保全区域 
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 (3) 都市緑地法(昭和 48年法律第 72号)第 12条第 1項に規定する特別緑地保全地区及び同法第 55条第
1項に規定する市民緑地 

 (4) 福岡市緑地保全と緑化推進に関する条例(昭和 49年福岡市条例第 32号)第 7条第 1項に規定する緑
地保全林地区 

 (5) その他特に保全すべき優良な緑地があると市長が認めて指定した区域 
５ 条例第 3条第 5号に規定する規則で定める区域は，次のとおりとする。 
 (1) 文化財保護法(昭和 25年法律第 214号)第 93条第 1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地の区域及

び同法第 109条第 1項に規定する史跡名勝天然記念物が存する区域 
 (2) 福岡県文化財保護条例(昭和 30年福岡県条例第 25号)第 37条第 1項に規定する県指定史跡名勝天然

記念物が存する区域 

 (3) 福岡市文化財保護条例(昭和 48年福岡市条例第 33号)第 30条第 1項に規定する市指定史跡名勝天然
記念物が存する区域 

 

  (法第 34 条第 12 号の条例で定める開発行為の要件) 
第５条 条例第 9条第 2項第 1号に規定する規則で定める要件は，次の各号のいずれかに該当することと
する。 

 (1) 開発許可を受けようとする者について，独立して世帯を構成して当該土地に居住する合理的な事情
があること，その者の勤務地，過去における同様の申請の有無等に照らして必要性があること並びに

開発許可を受けようとする者，線引きの日前から引き続き当該土地を所有する者及び指定既存集落内

に生活の本拠を有する者が，市街化区域，法第 34 条第 10 号の区域又は条例第 7条の規定により市長
が指定した土地の区域内に，開発行為を行うことが可能な土地を有していないこと。 

 (2) 開発許可を受けようとする者(線引きの日前から引き続き既存集落内の土地を所有する者又は指定
既存集落内に生活の本拠を有する者に限る。)が現に居住している住居について，過密，狭小その他の

事情があることにより，やむを得ないと認められること。 

２ 線引きの日前から引き続き土地を所有する者から当該線引きの日以後に生じた次に掲げる事由により

当該土地を取得した者は，条例第 9条第 2項第 1号ア及びイに規定する線引きの日前から引き続き土地
を所有する者とみなす。 

 (1) 相続 
 (2) 土地改良法(昭和 24年法律第 195号)第 2条第 2項第 6号に規定する交換分合 
 (3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和 44年法律第 58号)第 13条の 2第 1項及び第 2項の規定によ

る交換分合 

 (4) 集落地域整備法(昭和 62年法律第 63号)第 11条第 1項に規定する交換分合 
３ 条例第 9条第 2項第 1号ア及びウに規定する規則で定める者は，世帯構成員であった者又は世帯構成
員(世帯構成員であった者を含む。)と婚姻の予定がある者とする。 

４ 条例第 9条第 2項第 2号及び第 3号に規定する規則で定める要件は，次の各号のいずれにも該当する
こととする。 

 (1) 代替建築物(建築物が移転又は除却される場合において，これに代わるべきものとして建築される建
築物をいう。以下同じ。)の用途及び構造が従前とほぼ同一であり，かつ，その床面積の合計が従前の

建築物の床面積の合計の 1.5 倍以下であること。ただし，その用途が自己の居住の用に供する住宅で
あるときは，床面積の合計は，従前の建築物の床面積の合計の 1.5倍を超える面積(当該面積が 175平
方メートルを超えるときは，175平方メートル)とすることができる。 

 (2) 代替建築物の位置が，その敷地を含む地域の土地利用の状況等に照らし，適切であること。 
 (3) 代替建築物の敷地の規模が従前とほぼ同様であり，かつ，当該建築物が周辺の土地利用の状況及び

環境と調和のとれたものであること。 

５ 条例第９条第２項第４号に規定する規則で定めるものは，地方自治法第 260 条の２第１項の認可を受

けた地縁による団体その他市長が認めるものとする。 
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    第２節 事前手続等 

 

  (事前協議) 
第６条 条例第 12条の規定による協議を行おうとする者は，開発計画事前協議申請書(様式第 1号)に，次
に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。 

 (1) 開発計画説明書(様式第 2号) 
 (2) 開発区域位置図(縮尺 5,000分の 1のもの) 
 (3) 当該開発区域内の土地の公図の写し 
 (4) 現況図(縮尺 1,000分の 1以上 300分の 1以下のもの) 
 (5) 土地利用計画図(縮尺 1,000分の 1以上 300分の 1以下のもの) 
 (6) 造成計画平面図及び断面図(縮尺 1,000分の 1以上 300分の 1以下のもの) 
 (7) 給排水計画平面図(縮尺 500分の 1以上 300分の 1以下のもの) 
２ 前項の場合において，開発区域の面積が 1ヘクタール以上であるときは，前項各号に掲げる図書のほ
か，樹木及び樹林の調査図(縮尺 1,000分の 1以上 300分の 1以下のもの)を添付しなければならない。 

 

  (開発予定標識の掲示) 
第７条 条例第 13条第 1項の規定により設置する開発予定標識は，様式第 3号によらなければならない。 
２ 前項の開発予定標識は，当該開発区域内の見やすい場所に設置しなければならない。 

３ 条例第 13条第 3項又は第 4項の規定による報告は，開発予定標識設置(変更)報告書(様式第 4号)によ
り行わなければならない。 

 

  (事前説明の実施) 
第８条 条例第 14条第 1項の規定による説明(以下「事前説明」という。)は，次に掲げる事項について行
わなければならない。 

 (1) 開発区域の位置及び面積，予定建築物の住戸数並びに予定工期 
 (2) 土地利用計画の内容(開発区域の形態，公共施設の位置及び形態並びに予定建築物の敷地の形態) 
 (3) 造成計画の内容(切土又は盛土をする土地の部分，がけ又は擁壁の位置並びに道路の位置，形状，幅

員及び勾配) 

 (4) 予定建築物の規模，構造及び用途 
 (5) 前各号に掲げるもののほか，開発について配慮する事項 
２ 事前説明は，次に掲げる図書により行なわなければならない。 

 (1) 開発計画概要書(様式第 5号) 
 (2) 開発区域位置図 
 (3) 現況図 
 (4) 土地利用計画図 
 (5) 造成計画平面図及び断面図 
３ 条例第 14条第 7項又は第 9項(同条第 11項において準用する場合を含む。)の規定による報告は，事
前説明(変更)報告書(様式第 6号)により行わなければならない。 

４ 事前説明(変更)報告書には，第 2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし，事前説明(変
更)報告書を開発計画事前協議申請書と同時に提出するときは，当該申請書に添付する図面と同じである

旨を当該事前説明(変更)報告書に明記した図面の添付を省略することができる。 

 

  (開発許可の申請等) 
第９条 開発許可を受けようとする者は，開発行為許可申請書(都市計画法施行規則(昭和 44年建設省令第

49号。以下「省令」という。)別記様式第 2又は別記様式第 2の 2)に，法第 30条第 2項に定める図書の
ほか，次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。 

 (1) 設計者の資格調書(様式第 7号) 
 (2) 申請者の住民票(申請者が法人である場合にあっては，登記事項証明書) 
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 (3) 申請者の所得税(申請者が法人である場合にあっては，法人税)に関する納税証明書 
 (4) 申請者の事業経歴書(様式第 8号) 
 (5) 工事施行者の住民票(工事施行者が法人である場合にあっては，登記事項証明書) 
 (6) 工事施行者が建設業法(昭和 24年法律第 100号)第 3条に規定する許可を受けていることを証する書

類 

 (7) 工事施行者の工事経歴書(様式第 9号) 
 (8) 当該開発区域内の土地の登記事項証明書 
 (9) 当該開発区域内の土地の公図の写し 
 (10) 造成面積求積図(縮尺 1,000分の 1以上 300分の 1以下のもの) 
 (11) 排水流域図(縮尺 1,000分の 1以上のもの)及び流量計算書 
 (12) 防災計画書 
 (13) 当該開発区域の現況写真 
 (14) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める図書 
２ 前項の規定にかかわらず，申請に係る開発行為が次の各号に掲げるものであるときは，それぞれ当該

各号に定める図書については，これを開発行為許可申請書に添付することを要しない。 

 (1) 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しく
は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為で

あって，開発区域の面積が 1ヘクタール未満であるもの 前項第 3号から第 7号まで及び第 11号から
第 13号までに掲げる図書 

 (2) 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為であって，開発区域の面積が
1ヘクタール以上であるもの 前項第 3号から第 7号までに掲げる図書 

 (3) 開発区域の面積が 1 ヘクタール未満である開発行為(第 1 号に掲げる開発行為に該当するものを除
く。) 前項第 11号から第 13号までに掲げる図書 

３ 省令第 16条第 2項に規定する設計説明書は，様式第 10号によらなければならない。 
４ 市長は，申請者に対し，開発許可をしたときは開発行為許可通知書(様式第 11号)を，不許可としたと
きは開発行為不許可通知書(様式第 11号の２)を交付するものとする。 

 

 （開発協議申出等） 

第９条の２ 法第 34 条の２第１項に規定する協議を行おうとする者は，開発行為協議申出書(様式第 11
号の３)に，法第 30条第２項に定める図書のほか，次の各号にに掲げる区分に応じ，当該各号に定める
図書を添付して市長に申請しなければならない。 

 (1) 開発区域が１ヘクタール未満である開発行為 前条第１項第８号から第 10号まで及び第 14号に掲
げる図書 

 (2) 開発区域が１ヘクタール以上である開発行為 前条第１項第８号から第 14号に掲げる図書 
２ 前条第３項の規定は，前項の場合に準用する。 

３ 市長は，第１項に規定する協議を申し出た者に対し，当該協議が成立したときは開発行為協議成立通

知書(様式第 11号の４)を，成立しなかったときは開発行為協議不成立通知書(様式第 11号の５)を交付
するものとする。 

 

  (開発許可を受けずに開発された土地における行為の届出) 
第 10条 条例第 16条第 1項の規定による届出を行おうとする者は，開発許可を受けずに開発された土地
における行為届出書(様式第 12号)に，次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。 

 (1) 位置図(縮尺 5,000分の 1のもの) 
 (2) 現況図(縮尺 1,000分の 1以上 300分の 1以下のもの) 
 (3) 土地利用計画図(縮尺 1,000分の 1以上 300分の 1以下のもの) 
 (4) 敷地断面図(縮尺 1,000分の 1以上 300分の 1以下のもの) 
 (5) 敷地求積図(縮尺 1,000分の 1以上 300分の 1以下のもの) 
 (6) 建築物平面図及び立面図(縮尺 200分の 1以上のもの) 
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 (7) 当該土地の登記事項証明書 
 (8) 当該土地の公図の写し 
 (9) その他市長が指示する図書 
２ 条例第 16条第 1項に規定する計画について第 24条第 1項に規定する証明の申請をした者は，当該申
請をもって前項の届出に代えることができる。 

 

  (公表の方法) 
第 11条 条例第 18条の規定による公表は，次に掲げる事項について，市役所並びに区役所及びその出張
所の掲示板への掲示その他の適切な方法により行うものとする。 

 (1) 開発計画の概要 
 (2) 条例第 17条各項の規定による指導又は勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては，その名称，

代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

 (3) 前号の指導又は勧告の内容 
 

    第３節 開発許可後の手続等 

 

  (開発行為許可標識の掲示) 
第 12条 条例第 19条の規定により設置する標識(次項において「開発行為許可標識」という。)は，様式
第 13号によらなければならない。 

２ 開発行為許可標識は，当該許可に係る工事の期間中当該開発区域内の見やすい場所に設置しなければ

ならない。 

 

  (開発行為変更許可の申請等) 
第 13条 法第 35条の 2第 1項の規定による開発行為の変更の許可を受けようとする者は，開発行為変更
許可申請書(様式第 14号)に，変更事項が法第 30条第 1項第 3号の設計の場合にあっては変更説明書及
び変更設計図を，その他の場合にあっては変更説明書を添付して市長に申請しなければならない。 

２ 前項の変更説明書は，当該変更の理由及び変更の概要を記載したものでなければならない。 

３ 第 1項の変更設計図は，当該変更前の設計図に変更後の設計の概要を明示したものでなければならな
い。 

４ 市長は，第 1項に規定する許可をしたときは，申請者に対し，開発行為変更許可通知書(様式第 15号)
を交付するものとする。 

 

  (開発行為変更協議の申出等) 
第 13条の２ 法第 35条の２第４項において準用する法第 34条の２第１項の規定に基づく協議を行おうと
する者は，開発行為変更協議申出書(様式第 15号の２)に、変更事項が法第 30条第１項第３号の設計の
場合にあっては変更説明書及び変更設計図を，その他の場合にあっては変更説明書を添付して市長に申

し出なければならない。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は，前項の場合に準用する。 

３ 市長は、第１項に規定する協議が成立したときは，当該協議を申し出た者に対し，開発行為変更協議

成立通知書(様式第 15号の３)を交付するものとする。 
 

  (工事の着手の届出) 
第 14条 開発許可を受けた者は，当該許可に係る工事に着手したときは，速やかにその旨を工事着手届出
書(様式第 16号)により市長に届け出なければならない。 

 

  (工事の完了の届出) 
第 15条 開発許可を受けた者は，当該許可に係る工事又は当該許可に係る工事のうち公共施設に関する工
事を完了したときは，速やかに工事完了届出書(省令別記様式第 4)又は公共施設工事完了届出書(省令別
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記様式第 5)に当該工事の完成図を添付して市長に届け出なければならない。 
２ 前項の公共施設工事完了届出書には，前項の完成図のほか，当該工事により設置された公共施設の用

に供する土地の地積図(縮尺 1,000分の 1以上 300分の 1以下のもの)を添付しなければならない。 
３ 第 1項の完成図は，省令第 16条第 4項に定める設計図の作成方法に準じて作成したものでなければな
らない。 

 

  (工事施行状況の報告等) 
第 16条 前条第 1項に規定する工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書を提出する場合においては，
同時に，次の表の左欄に掲げる工事の種類に応じ，それぞれ当該右欄に掲げる報告事項について，その

位置及び施行状況を明らかにした写真その他の資料による報告書を市長に提出しなければならない。 

 

工 事 の 種 類 報  告  事  項 

１ 擁壁工事(高さが

 １メートルを超え

 るものに限る。) 

１ 鉄筋コンクリート造擁壁の基礎くいの耐力並びに基礎及び壁体の配筋 

２ 練積み造擁壁の床掘及び基礎並びに壁体の厚さ又は組石材及び裏込コンク

リートの厚さ 

３ 擁壁の水抜穴及びその周囲と透水層の状況 

２ 盛土工事 １ 主要な集水施設の施行状況 

２ 急傾斜面に盛土する場合における盛土前の段切りその他の措置 

３ 排水施設工事   暗渠の敷設状況 
４ 道路工事  舗装工事開始前の路床の状況  
５ 貯水施設工事   底版及び床版の配筋状況 
６ その他市長が指

 定する工事  
市長が必要と認めるもの  

 

２ 前項に定めるもののほか，同項の表に掲げる工事のうち市長が特に指定する工事については，その指

定した工程に達する日の 2日前までに，その工程に達する旨を市長に届け出なければならない。 
 

  (工事の廃止の届出) 
第 17条 開発許可を受けた者は，当該許可に係る工事を廃止したときは，遅滞なく開発行為に関する工事
の廃止の届出書(省令別記様式第 8)に，次に掲げる事項を記載した図書を添付して市長に届け出なけれ
ばならない。 

 (1) 当該工事の廃止の理由 
 (2) 当該工事の廃止に伴う今後の措置 
 (3) 当該工事の廃止時における当該土地の状況 
 

  (建築物等の建築等承認の申請等) 
第 18条 法第 37条第 1号の規定により開発許可を受けた開発区域内の土地における建築物又は特定工作
物の建築又は建設の承認を受けようとする者は，工事完了公告前の建築物又は特定工作物の建築又は建

設承認申請書(様式第 17号)を市長に提出しなければならない。 
２ 前項の申請書には，次に掲げる図書を添付しなければならない。 

 (1) 当該建築物又は特定工作物の敷地の位置及び区域を表示する図面(縮尺 1,000分の 1以上 300分の 1
以下のもの) 

 (2) 当該建築物又は特定工作物の敷地内における位置を示す図面(縮尺 1,000分の 1以上 300分の 1以下
のもの) 

 (3) 当該建築物又は特定工作物の平面図及び立面図(縮尺 200分の 1以上 100分の 1以下のもの) 
３ 市長は，第 1項に規定する承認をしたときは，申請者に対し，工事完了公告前の建築物又は特定工作
物の建築又は建設承認通知書(様式第 18号)を交付するものとする。 
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  (市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請等) 
第 19条 法第 41条第 2項ただし書の規定により市街化調整区域内における建築物の建築の許可を受けよ
うとする者は，市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書(様式第 19号)を市長に提出しなけれ
ばならない。 

２ 前項の申請書には，次に掲げる図書を添付しなければならない。 

 (1) 建築物概要書(様式第 20号) 
 (2) 付近見取図(方位，敷地の位置及び敷地周辺の公共施設を明示すること。) 
 (3) 敷地現況図及び配置図(縮尺 1,000分の 1以上 300分の 1以下のものとし，敷地の境界及び建築物の

位置を明示すること。) 

 (4) 建築物平面図(縮尺 200分の 1以上 100分の 1以下のものとし，当該許可申請が建築物の高さの制限
に係るときは高さを表示する立面図を含む。) 

 (5) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める図書 
３ 市長は，第 1項に規定する許可をしたときは，申請者に対し，市街化調整区域内における建築物の特
例許可通知書(様式第 21号)を交付するものとする。 

 

  (市街化調整区域内における建築物の特例協議の申出等) 
第 19条の２ 法第 41条第２項ただし書（法第 34条の２第２項又は法第 35条の２第４項において準用す
る場合に限る。）の規定により市街化調整区域における建築物の建築の協議を行おうとする者は，市街

化調整区域内における建築物の特例協議申出書(様式第 21号の２)を市長に提出しなければならない。 
２ 前条第２項の規定は，前項の場合に準用する。 

３ 市長は，第１項に規定する協議が成立したときは，当該協議を申し出た者に対し，市街化調整区域内

における建築物の特例協議成立通知書(様式第 21号の３)を交付するものとする。 
 

  (予定建築物等以外の建築等許可の申請等) 
第 20条 法第 42条第 1項ただし書の規定により開発許可を受けた開発区域内の土地における予定建築物
等以外の建築物若しくは特定工作物の新築若しくは新設又は予定の建築物以外の建築物となる建築物の

改築若しくは用途の変更の許可を受けようとする者は，予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第

22号)を市長に提出しなければならない。 
２ 前条第 2項の規定は，前項の場合に準用する。この場合において，「建築物」とあるのは，「建築物
又は特定工作物」と読み替えるものとする。 

３ 市長は，第 1項に規定する許可をしたときは，申請者に対し，予定建築物等以外の建築等許可通知書(様
式第 23号)を交付するものとする。 

 

  (予定建築物等以外の建築等協議の申出等) 
第 20条の２ 法第 42条第２項の規定により，同条第１項ただし書の規定による許可があったものとみな
される場合における当該許可を受けた開発区域内の土地における予定建築物等以外の建築物若しくは特

定工作物の新築若しくは新設又は予定の建築物以外の建築物となる建築物の改築若しくは用途の変更の

協議を行おうとする者は，予定建築物等以外の建築等協議申出書(様式第 23号の２)を市長に提出してい
なければならない。 

２ 前条第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

３ 市長は、第１項に規定する協議が成立したときは，当該協議を申し出た者に対し，予定建築物等以外

の建築等協議成立通知書(様式第 23号の３)を交付するものとする。 
 

  (開発許可を受けた土地以外の土地における建築物等の許可の申請等) 
第 21条 法第 43条第 1項の規定により，市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内
における建築物の新築，改築若しくは用途の変更又は第 1種特定工作物の新設の許可を受けようとする
者は，建築物の新築，改築若しくは用途の変更又は第 1種特定工作物の新設許可申請書(省令別記様式第
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9)に省令第 34条第 2項に定める図書のほか，第 19条第 2項第 1号及び第 4号に掲げる図書を添付して
市長に提出しなければならない。この場合において，同項第 1号及び第 4号中「建築物」とあるのは，
「建築物又は第 1種特定工作物」と読み替えるものとする。 

２ 市長は，前項に規定する許可をしたとき，申請者に対し，建築物の新築，改築若しくは用途の変更又

は第 1種特定工作物の新設許可通知書(様式第 24号)を交付するものとする。 
 

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築物等の協議の申出等) 

第 21条の２ 法第 43条第３項の規定により，市街化調整区域内のうち開発許可を受けた開発区域以外の
区域内における建築物の新築，改築若しくは用途の変更又は第１種特定工作物の新設の協議を行おうと

する者は，建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第１種特定工作物の新設協議申出書(様式第 24号
の２)に省令第 34条第２項に定める図書のほか，第 19条第２項第１号及び第４号に掲げる図書を添付し
て市長に提出しなければならない。この場合において，同項第１号及び第４号中「建築物」とあるのは，

「建築物又は第１種特定工作物」と読み替えるものとする。 

２ 市長は、前項に規定する協議が成立したときは，当該協議を申し出た者に対し，建築物の新築、改築

若しくは用途の変更又は第１種特定工作物の新設協議成立通知書(様式第 24 号の３)を交付するものと
する。 

  (許可に基づく地位の承継の届出) 
第 22条 法第 44条の規定に基づき，開発許可又は法第 43条第 1項の許可に基づく地位を承継した者は，
遅滞なくその旨を地位承継届出書(様式第 25号)により市長に届け出なければならない。 

２ 前項の届出書には，当該地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。 

  (開発許可に基づく地位の承継承認の申請等) 
第 23条 法第 45条の規定により開発許可に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は，地位承継承
認申請書(様式第 26号)を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には，次に掲げる図書を添付しなければならない。 

 (1) 所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類 
 (2) 第 9条第 1項第 2号から第 4号までに掲げる図書 
 (3) 前 2号に掲げるもののほか，市長が必要と認める図書 
３ 前項の規定にかかわらず，第 9条第 2項第 1号及び第 2号に掲げる開発行為に係る開発許可に基づく
地位の承継の承認を受けようとする場合については，同条第 1項第 3号及び第 4号に掲げる図書を地位
承継承認申請書に添付することを要しない。 

４ 市長は，第 1項に規定する承認をしたときは，申請者に対し，地位承継承認通知書(様式第 27号)を交
付するものとする。 

 

   第３章 雑則 

 

  (開発行為又は建築に関する証明) 
第 24条 省令第 60条の規定による証明(法第 53条第 1項の規定に係るものを除く。)又は開発行為に該当
しないことの証明を申請しようとする者は，／開発行為等適合／開発行為非該当／証明申請書(様式第

28号)に，次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。 
 (1) 位置図(縮尺 5,000分の 1のもの) 
 (2) 現況図(縮尺 1,000分の 1以上 300分の 1以下のもの) 
 (3) 土地利用計画図(縮尺 1,000分の 1以上 300分の 1以下のもの) 
 (4) 敷地求積図(縮尺 1,000分の 1以上 300分の 1以下のもの) 
 (5) 建築物平面図及び立面図(縮尺 200分の 1以上のもの) 
 (6) 当該土地の公図の写し 
 (7) その他市長が指示する図書 
２ 前項に規定する証明は，／開発行為等適合／開発行為非該当／証明書(様式第 29 号)によるものとす
る。 
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  (申請書の提出部数) 
第 25条 次に掲げる申請書の提出部数は，2部とする。 
 (1) 開発行為許可申請書 
 (2) 開発行為変更許可申請書 
 (3) 工事完了公告前の建築物又は特定工作物の建築又は建設承認申請書 
 (4) 市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書 
 (5) 予定建築物等以外の建築等許可申請書 
 (6) 建築物の新築，改築若しくは用途の変更又は第 1種特定工作物の新設許可申請書 
 (7) ／開発行為等適合／開発行為非該当／証明申請書 
２ 前項の規定にかかわらず，市長は，必要があると認めるときは，別に提出部数を指示することができ

る。 

 

  (委任) 
第 26条 この規則の施行に関し必要な事項は，建築局長が定める。 
 

    附 則 

 

  (施行期日) 
１ この規則は，平成 16年 4月 1日から施行する。 
 

  (福岡市都市計画法施行細則の廃止) 
２ 福岡市都市計画法施行細則(昭和 46年福岡市規則第 49号)は廃止する。 
 

  (経過措置) 
３ この規則による廃止前の福岡市都市計画法施行細則の規定により作成された様式は，当分の間，なお

所要の調整をして使用することができる。 

 

    附 則(平成 16年 12月 16日規則第 124号) 
 この規則は，平成 16年 12月 17日から施行する。 
 

    附 則(平成 17年 3月 31日規則第 90号) 
 この規則は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。ただし，第 9 条第 1 項第 2 号，第 5 号及び第 8号，第
10条第 1項第 7号，第 24条第 1項第 7号並びに別記様式第 25号及び様式第 26号の改正規定は，公布の
日から施行する。 

 

    附 則(平成 18年 3月 30日規則第 25号) 
 この規則は，平成 18年 6月 1日から施行する。 
 

    附 則 

 この規則は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第５条第５項の改正規定 公布の日 
 (2) 第３条の改正規定 平成 19年７月１日 
 (3) 前号以外の改正規定 平成 19年 11月 30日 
 

   様式 (省略) 


